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３
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
る
介
護

保
険
制
度
は
、
①
要
支
援
認
定

者
の
訪
問
介
護
・
通
所
介
護
の
保
険
給
付

外
し
、
②
一
定
以
上
の
所
得
者
の
利
用
料

の
引
き
上
げ
、
③
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

入
居
を
「
要
介
護
３
」
以
上
に
限
定
、
④

利
用
者
負
担
軽
減
制
度
で
あ
る
補
足
給

付
の
見
直
し
な
ど
、
か
つ
て
な
い
大
き
な

改
正
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

 

幕
別
町
に
お
い
て
も
、
高
齢
者
福
祉
の

在
り
方
や
介
護
保
険
料
な
ど
を
決
め
る

「
幕
別
町
第
６
期
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介

護
保
険
事
業
計
画
」
が
、
幕
別
町
介
護
保

険
運
営
等
協
議
会
に
て
議
論
を
開
始
し

て
い
る
。
以
下
伺
う
。

(1)
訪
問
介
護
と
通
所
介
護
を
、
市
町
村
が

実
施
す
る
総
合
事
業
に
移
管
し
た
場
合

に
つ
い
て
。

①
２
０
１
７
年
度
末
ま
で
に
実
施
と
さ
れ

て
い
る
が
、
幕
別
町
の
実
施
予
定
時
期
は
。

②
現
在
と
同
じ
サ
ー
ビ
ス
が
要
支
援
者

に
継
続
で
き
る
か
。

③
利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
選
択
が
尊
重
さ

れ
る
か
。

④
利
用
者
の
負
担
は
ど
う
な
る
の
か
。

⑤
要
介
護
認
定
の
申
請
権
が
侵
害
さ
れ

な
い
か
。

(2)
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
待
機
状
況

に
つ
い
て
。

①
全
待
機
者
数
と
「
要
介
護
２
」
以
下
の

待
機
者
数
は
。

②
今
後
の
特
養
の
施
設
増
の
計
画
は
あ
る

か
。

(3)
利
用
料
の
引
き
上
げ
、
補
足
給
付
の
見

直
し
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
、
影
響
を
受

け
る
人
数
は
。

(4)
来
年
４
月
か
ら
３
年
間
の
介
護
保
険

料
の
予
想
額
は
。

(1)
①
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者

や
提
供
す
る
事
業
者
に
混
乱
が
生
じ
な

い
よ
う
、
実
施
時
期
を
慎
重
に
検
討
し
て

い
き
た
い
。

②
新
た
な
総
合
事
業
で
は
、
既
存
の
訪
問

介
護
事
業
所
及
び
通
所
介
護
事
業
所
の

ほ
か
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、

民
間
事
業
者
、
地
域
サ
ロ
ン
な
ど
多
様
な

事
業
主
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
可

能
で
あ
る
が
、
新
た
な
担
い
手
の
育
成
、

支
援
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
が
図
れ
る

よ
う
検
討
を
進
め
て
い
く
。

③
利
用
者
本
人
の
意
向
を
最
大
限
尊
重

し
、
利
用
者
に
応
じ
た
適
切
な
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
す
る
こ
と
が
基
本
と
考
え

て
お
り
、推
進
体
制
の
強
化
に
努
め
た
い
。

④
国
が
定
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
十
分

に
精
査
し
、
利
用
料
の
設
定
に
当
た
っ
て

は
、
予
防
給
付
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
勘
案
す

る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
負
担
増
の
抑
制

に
向
け
て
努
め
て
い
き
た
い
。

⑤
本
人
、
家
族
の
意
向
を
最
大
限
に
尊
重

し
行
う
も
の
で
あ
り
、
申
請
権
は
侵
害
さ

れ
な
い
。

(2)
①
全
待
機
者
数
は
１
６
９
人
。
そ
の
う

ち
要
介
護
１
が
29
人
、
要
介
護
２
が
48

人
、
合
計
77
人
で
あ
る
。

②
全
待
機
者
の
う
ち
、
特
に
入
所
の
必
要

性
が
高
い
要
介
護
４
と
５
の
者
は
66
人
、

そ
の
う
ち
入
院
や
他
の
施
設
へ
の
入
所

し
て
い
る
者
を
除
く
と
、
16
人
が
在
宅
で

待
機
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　

今
後
の
施
設
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
参
入
意
向
調
査
や
各
種
実

態
調
査
の
結
果
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、

広
域
型
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
増

床
の
意
向
や
十
勝
管
内
の
整
備
枠
に
お

け
る
圏
域
調
整
の
動
向
な
ど
に
も
留
意

し
、
慎
重
に
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

(3)
改
正
案
で
は
、
利
用
者
の
合
計
所
得
金

額
が
１
６
０
万
円
以
上
、
年
金
収
入
額
で

２
８
０
万
円
以
上
の
者
は
、
介
護
費
用
の

負
担
が
１
割
か
ら
２
割
と
な
る
。
本
町
に

お
い
て
は
、
本
年
３
月
末
現
在
の
介
護
サ

ー
ビ
ス
利
用
者
１
２
５
４
人
の
所
得
状

況
で
は
、
６
・
４
％
に
当
た
る
80
人
の
方

が
利
用
料
の
引
き
上
げ
の
影
響
を
受
け

る
見
込
み
で
あ
る
。

　

補
足
給
付
の
見
直
し
の
影
響
に
つ
い

て
は
、
一
定
額
以
上
の
預
貯
金
を
保
有
す

る
場
合
は
支
給
対
象
か
ら
除
外
す
る
ほ

か
、
遺
族
年
金
な
ど
の
非
課
税
年
金
と
さ

れ
て
い
た
も
の
を
収
入
と
し
て
扱
う
と

い
う
内
容
で
あ
る
が
、
保
有
す
る
預
貯
金

額
や
非
課
税
年
金
等
の
状
況
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
影

響
を
受
け
る
人
数
に
つ
い
て
は
把
握
が

困
難
で
あ
る
。

(4)
現
時
点
で
は
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

谷口　和弥
　　　　　　　議員
（日本共産党
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答問
次
期
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
各
種
実
態
調
査

を
実
施
し
て
い
る

介
護
保
険
制
度
の
改
正
を
住
民
本
位
の
も
の
に

問

町
　
長


